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１．保健医療体制の充実

保健・医療供給体制の整備

事業費…449,485 千円（一般財源 449,485 千円）

疾病に応じた保健医療対策の推進

事業費…248,585 千円（国・県 4,140 千円 一般財源 244,445 千円）

人間ドックの充実

事業費…18,078 千円（国・県 9,204 千円 一般財源 8,874 千円）

予防接種法に基づき、予防接種を実施しています。麻しん・風しん・

破傷風・百日咳・ジフテリア・ポリオ（小児マヒ）・結核・日本脳炎・インフ

ルエンザの発生及びまん延の防止に努めます。また、子宮頸がん予

防、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンも定期予防接種として実施します。

また、乳幼児期からの虫歯予防、歯周病予防などの歯科保健対策

を推進します。

◇事業内容

・予防接種事業 144,089 千円

・子宮頸がん等ワクチン接種事業 103,556 千円

・フッ化物洗口事業 940 千円

公立玉名中央病院を中核病院として、近隣市

町の公立病院や玉名郡市医師会と連携し、休

日・夜間の第1次及び第2次救急医療体制を確

立し、市民に対する診療体制の充実を図りま

す。

◇事業内容

・公立中央病院事業負担金 436,112 千円

・夜間診療助成委託料 6,087 千円 など

公立玉名中央病院

玉名地域保健医療センター 玉名郡市医師会館

担当課…保健予防課

担当課…保健予防課

国民健康保険加入者で満 40 歳から満 74 歳（※１）（※２）

までの方を対象に「特定健康診査と各種がん検診を合わ

せた人間ドック」を、また、国民健康保険税の滞納が無い世

帯に属する者で満30歳～満39歳（※１）までの方を対象に75

人限定で「若人国保人間ドック」を実施します。

健診後は全ての方に結果説明と保健指導を実施するとと

もに生活習慣病等の早期発見・早期治療に努め国民健康

保険医療費の削減を図ります。

（※1：平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に

到達する年齢）

（※2：平成 25 年 8 月 29 日（予定）まで満 74 歳である方）

担当課…保険年金課

保健予防課

公立玉名中央病院附属健診センター



Ⅴ．いきいきと暮らせる福祉のまちづくり

45

妊婦健診の充実

事業費…49,297 千円（一般財源 49,297 千円）

青壮年期・中年期対策

事業費…126,332 千円（国・県 21,996 千円 一般財源 104,336 千円）

医師修学資金貸与事業

事業費…3,400 千円（一般財源 3,400 千円）

40 歳以上（子宮頸がんのみ 20 歳から）の各種がん検診を

実施し、早期発見、早期治療に努めます。特に大腸がんと乳

がんは40歳～60歳、子宮頸がんは 20歳～40歳の 5歳刻み

の節目の人を対象に無料検診を促進します。

また、40 歳以上の国保の方へ特定健診を実施し、受診者

への結果説明会を実施することで、健診結果から生活習慣を

考えるきっかけとなるよう支援を図ります。さらに、内臓脂肪症

候群の方への特定保健指導、慢性腎臓病（ＣＫＤ）及び高血

糖、高血圧の方を対象に個人に応じた保健指導の充実を図り

重症化予防に努めていきます。また、18～39 歳の青壮年代層

の方へも特定健診同様の健診を行い、より早期に生活習慣病

予防につなげるよう努めます。

◇事業内容

・健康増進事業 19,792 千円 ・がん検診事業 44,950 千円

・レディース検診推進事業 10,190 千円

・大腸がん検診推進事業 4,240 千円

・国保保健事業 47,160 千円

集団健診（特定健診・がん検診）の様子

担当課…保健予防課

保険年金課

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図ることによ

り、妊婦がより健やかな妊娠・出産を迎えていただくため、妊婦

健康診査費用を助成し、母体や胎児の健康確保を図ります。

また、里帰り等で熊本県・福岡県以外の医療機関等において

妊婦健康診査を受けた場合も補助し、すべての妊婦が安心して

妊娠・出産できる体制を確保します。

担当課…保健予防課

マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク

この事業は、小児医療や救急医療の体制充実をはじめとす

る地域医療の更なる整備を望む市民の声があるなか、将来、

医師として公立玉名中央病院での勤務を希望する方に修学の

ための奨学金を貸し付ける事業です。これにより公立玉名中央

病院における医師を確保し、地域医療の充実を図ります。

◇制度の概要

募集人数：1 名 ※平成 25年度～28年度まで

※各年度 1名ずつ（通算 4名）

貸付額：(1) 授業料等相当額（年額上限 240 万円）

(2) 入学料相当額（上限 100 万円 入学初年）

貸付期間：6 年以内

返還免除条件：大学卒業後 2 年以内に医師の免許を取得

し、臨床研修終了後、直ちに公立玉名中央病

院の医師として従事期間が6年に達したとき。 公立玉名中央病院

担当課…企画経営課
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食育の推進

事業費…2,143 千円（一般財源 2,143 千円）

２．保健活動の推進

乳幼児・少年期対策

事業費…14,063 千円（国・県 1,018 千円 一般財源 13,045 千円）

担当課…保健予防課

平成24年度から第2次玉名市食育推進計画に基

づき、「市民一人ひとりが食を通して心身ともに健や

かに生活する玉名」の実現のため、次の目標を掲

げ、食育を推進します。

（1）みんなが健全な食習慣を身につける

（2）食の安全や安心を考え、生産・流通・消費に関

心を持つ

世代毎に「楽しむ・学・育てる・感謝する・自立す

る・分かち合う」の 6 つのちからを育てるため関係団

体及び関係各課が連携を図り、食育の輪が市民に

広がるよう食育推進事業を展開します。

食育フェアの様子

子どもの健やかな心身の発育発達と親が安心して

子育てに臨めるように節目となる 4 ヵ月・8 ヵ月・1 歳 8

ヵ月・3歳 6 ヵ月に乳幼児健診を実施しています。健診

および相談等にて支援が必要な乳幼児は早期に対応

し、支援体制の充実を図ります。

また、家庭訪問および育児栄養相談・育児学級など

を実施し、育児不安等の軽減に努め、健やかな発育

発達ができるように、子育てをする保護者の支援を図

ります。

乳幼児健診・栄養指導の様子

担当課…保健予防課
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３．社会福祉の充実

福祉送迎バス事業

事業費…6,006 千円（一般財源 6,006 千円）

花つくり会補助金

事業費…600 千円（一般財源 600 千円）

岱明コミュニティセンター屋根改修事業

事業費…13,000 千円（地方債 9,700 千円 一般財源 3,300 千円）

福祉バスは、これまで自家用車や公共機関の利用が困

難な高齢者を、温泉施設に通うことができるようにすること

により、地域間の交流、生きがいづくり、健康増進につなげ

ることなどを目的としています。

現在は、各地区～福祉センター、福祉センター～天水老

人憩いの家、福祉センター～岱明ふれあい健康センターな

どを往復する 14 コースを運行しています。

各温泉施設を結ぶ福祉バス

担当課…高齢介護課

「花つくり生き生きハウス」を利用

し四季折々の花を栽培することによ

り、市民の健康づくりや環境美化に

対する関心を高め、心豊かな住みよ

い生活環境づくりと高齢者の引きこ

もりを防ぐための介護予防の一環と

して花いっぱい運動を推進していま

す。

担当課…横島市民福祉課

市内各地がきれいな花で飾られます。

岱明コミュニティセンター（潮湯）は、住民の健康

増進と福祉向上を図るために平成 3 年 4 月に供用

開始された施設です。

現在は、隣接施設「磯の里」との連携を図りなが

ら利便性向上に努めています。

平成 24 年 7 月から従来の研修施設を宿泊施設

として開放し、各種団体の宿泊研修や合宿等に利

用されています。

また、本年度は宿泊棟屋根の全面改修を実施し

ます。岱明コミュニティセンター

担当課…岱明市民福祉課
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保育体制の推進

事業費…162,459 千円（国・県 99,532 千円 地方債 8,700 千円 一般財源 54,227 千円）

多子世帯子育て支援の充実

事業費…24,993 千円（国・県 12,063 千円 一般財源 12,930 千円）

保育所の保育時間を延長したり、保護者の仕事や疾

病等による緊急時に一時預かりを行うなど、仕事と家庭

の両立と子育てを支援する取り組みを進めています。

また、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校

低学年児童を放課後や夏期休暇等に預かる放課後児童

健全育成事業や、子育てのお手伝いをしてほしい方と子

育てのお手伝いをしたい方が相互援助活動を行うファミリ

ーサポートセンター事業を行っています。これは、お父さ

んやお母さんが病気のときや急な残業で保育園や幼稚

園の送り迎えを頼みたいときなどに利用できる制度です。

◇事業内容

・放課後児童健全育成事業 67,717 千円

・延長保育促進事業補助金 76,544 千円

・一時預かり事業 7,358 千円 など

担当課…子育て支援課

多子世帯の児童が利用する学童保育やファミリーサポートセンターの利用料の負担軽減をする

ことで、生活の支援を図ります。

◇事業内容

・多子世帯の学童保育利用料補助 867 千円

多子世帯の第3子目以降の児童一人当たりの利用料について、月額 1,000円を補助します。

・多子世帯の認可保育所保育料の無料化 24,126 千円

多子世帯で、第 3 子以降の 3歳未満の児童について認可保育所保育料が無料となります。

担当課…子育て支援課

玉名町学童クラブ

みんなで楽しい保育園夏休みの学童保育
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子育て支援体制の充実と環境整備

事業費…1,307,755 千円

（国・県 959,046 千円 その他 414 千円 一般財源 348,295 千円）

担当課…子育て支援課

◇地域子育て支援拠点事業 26,895 千円

・地域子育て支援センター

（市子育てネットワーク・くすの木・森のひろばログさんち・子育てふれあい広場）

小学校就学前の子どもたち親子の交流の場で、子育て情報の提供と保育士の専門的支援

を行います。子育てふれあい広場を、ひろば型からセンター型へ移行し、充実を図ります。

・つどいの広場（天水子育てホッとルーム）

おおむね3歳までの親子に集いの場を提供し、子育てに関する相談や情報提供を行います。

◇子ども医療費助成事業 178,540 千円

・0 歳～小学校修了前の子どもが、病気やケガで医療機関にかかった場合、保険医療に係る

一部負担金の全額を助成します。

◇児童手当 1,091,460 千円

・次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援するため、中学校修了前までの児童を養育し

ている親等に支給します。

◇病児・病後児保育事業 8,650 千円

・ ・集団保育が困難な病気や病気回復期にある子どもを預かる病児・病後児保育施設「ひだま

りキッズ」において、安全な保育サービスの提供を行います。

◇家庭児童相談事業 1,826 千円

・家庭における適正な児童の養育や家庭児童福祉の向上を図ることを目的に、専門的知識

を持つ相談員を配置し児童相談所等の専門機関と連携をとることで、児童虐待等の防止につ

なげます。

◇発達障がい児対策事業 384 千円

・発達障がい児や気になる子が増加傾向にあることから、心理相談員を雇用し発達障害の早

期発見と早期支援及び保護者の理解を深めることで、不登校や自殺・虐待等の予防を図りま

す。

子育てハーモニーの活動

地域子育て支援センターのバイオリンコンサート
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緊急通報体制等整備事業

事業費…983 千円（一般財源 983 千円）

老人クラブ補助金

事業費…13,064 千円（国・県 3,637 千円 一般財源 9,427 千円）

介護基盤緊急整備対策事業

事業費…30,000 千円（国・県 30,000 千円）

心疾患等の急な発作の恐れのある高齢者などの住宅に

緊急通報装置を設置し、装置の「緊急ボタン」若しくは「ペン

ダント装置のボタン」が押された場合、24 時間体制で有明消

防本部指令室に通報が入り、急な発作や災害などの緊急事

態に迅速かつ適切に対応します。

◇対象者

・おおむね 65 歳以上の高齢者のみからなる世帯で急病や

災害等の緊急時において適切な措置を確保することが困

難な人

・重度身体障害者のみからなる世帯で急病や災害等の緊急

時において適切な措置を確保することが困難な人（※重度

身体障害者とは、障害程度 1・2 級に該当する方です。）

担当課…高齢介護課

緊急通報システムの運用例緊急通報システムの運用例
確認依頼

出動通報

【協力員・
緊急連絡先】

装置撤去依頼 【独居高齢者】

【有明消防本部】

【高齢介護課】

安否確認依頼

装置撤去依頼

機器確認依頼
（電池切れ等）

安否確認

確認依頼

市老人クラブ連合会に加入する老人クラブの活動経費に対

し、その事業ごとに区分して補助します。

① 老人クラブ連合会補助金

各自治区の老人クラブ連合会が実施する特別活動や地

域貢献活動、演芸交流会に対する補助

② 老人クラブふれあいアンドヘルプ事業

各自治区での友愛訪問活動に対する補助

③ 老人クラブが行う健康づくり事業補助金

自治区クラブ連合会が実施する健康づくりに係る経費に

対する補助

④ 老人クラブ連合会（本部分）補助金

玉名市老人クラブ連合会本部の活動事業に対する補助

⑤ 単位老人クラブ補助金

地域貢献活動やその他の活動経費に対する補助健康づくり事業

（ｼﾙﾊﾞｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ参加者）

担当課…高齢介護課

本市では、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた自宅や地

域での生活が継続できるよう入所待機者解消に向けて小規模多機

能型通所介護施設の基盤整備を行います。

県の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を利用し、事業所に対し

工事費等の経費を助成します。

小規模多機能型通所介護とは、「通い」を中心として、要介護者の

選択に基づき「訪問」、「宿泊」を組み合わせて「入浴」、「排せつ」、

「食事」等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行う施設です。

平成23年度に小規模多機能型居宅介護施設1箇所、小規模特別

養護老人ホーム1箇所、認知症対応型デイサービスセンター1箇所を

開設、平成24年度に小規模特別養護老人ホーム1箇所を開設しまし

た。

平成 25 年度は、小規模多機能型通所介護事業所を 1 箇所整備し

ます。（平成 26 年度開設予定です）

担当課…高齢介護課
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高齢者住宅改造給付事業

事業費…3,198 千円（国・県 1,599 千円 一般財源 1,599 千円）

障がいのある人の自立支援体制の充実

事業費…1,490,305 千円

（国・県 1,059,552 千円 その他 4,570 千円 一般財源 426,183 千円）

介護を必要とする高齢者や障がい者などが居住している住

宅を、身体障がいの状況に配慮した仕様（段差解消等）に改造

する場合に、その費用の全部又は一部を助成します。

◇対象者

・65 歳以上で、介護保険の要支援・要介護の認定を受けた

方で、その世帯の生計中心者の前年所得税課税額が 7 万

円以下の世帯の方

◇助成対象箇所

1 介護保険の対象となる工事

2 1 以外の、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台

所、居室など、介護を必要とする人が利用する部分に

関する改造工事で市が認めるもの。

◇助成額

・助成対象となるのは、介護保険対象工事で介護保険の支

給限度額（1 割の自己負担を含め 20 万円）を超える部分と

市が認めた改造工事費用の合計額。

・助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に

助成率を乗じて得た額（限度額は 40万円）。

・助成は原則として 1住宅につき 1 回。

担当課…高齢介護課

玄関踏み台設置による段差解消

廊下手すりの設置

障がいのある人の自立を支援するため、障害者総合支援法に基づいて、さまざまなサービスを提供し

ています。

障がい児あるいはその疑いがある児童や家族を児童福祉法に基づいて支援しています。

◇事業内容

・介護給付事業 障がい程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行います。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、療養介

護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援

・訓練等給付事業 身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助

・地域生活支援事業 市が独自に取り組む事業として、地域で生活する障がいのある人のニーズを

踏まえ、地域の実情に応じてサービスを行います。

障がい者相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付等、移動支援、地域活動支援セ

ンター事業、訪問入浴サービス、日中一時支援、自動車運転免許取得・改造助成、成年後見制度

利用支援事業

・障害児通所給付事業 障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要

な福祉サービスを提供しています。

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など

・地域療育センター事業 在宅障がい児及びその疑いがある児童、その保護者と家族等に対して、

療育指導、相談支援等を行います。

・その他、重度心身障がい者への医療費の助成や、身体障がい者への補装具購入助成、住宅改造助

成なども行っています。

担当課…総合福祉課
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４．社会保障の充実

生活保護事業

事業費…1,053,000 千円

（国・県 795,050 千円 その他 7,000 千円 一般財源 250,950 千円）

ひとり親家庭支援事業の充実

事業費…309,422 千円（国・県 107,002 千円 その他 26 千円 一般財源 202,394 千円）

介護保険給付費・地域支援事業

事業費…6,704,259 千円

（国・県 2,738,569 千円 その他 1,927,157 千円 一般財源 2,038,533 千円）

生活保護制度は、全国民が健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を

保障するため、生活に現に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、自立の

助長を図ることを目的とした国の制度です。

保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶

助から構成されています。

担当課…総合福祉課

担当課…子育て支援課

◇事業内容

・ひとり親家庭等医療費助成制度 14,223 千円

病気やけがで医療機関にかかった場合、保険医療に係る一部負担金の 2/3 を助成します。

・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 100 千円

母子家庭の自立促進を図るため、対象講座を終了した場合、給付金（受講料の 2 割相当額：

上限 10 万円、下限 4 千円）を支給します。

・母子家庭高等技能訓練促進費支給事業 3,482 千円

資格取得を目指す母子家庭の母に対し、養成訓練の受講期間のうち一定期間について促進

費を支給することにより、生活の負担の軽減を図ります。ただし、2年以上のカリキュラムで通学

する場合のみとなり、通信教育は対象になりません。

・児童扶養手当 291,617 千円

ひとり親家庭の父または母や一定の障がいがあるその配偶者、親に代わって児童を養育し

ている方（外国人の方も可）に支給されます。（所得制限があり、公的年金受給者は不可）

介護保険給付費：介護や社会的支援が必要な人が、尊厳を保

持し、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを行います。保

険給付でのサービスには介護サービスと介護予防サービスがあ

ります。

地域支援事業：介護予防事業、包括支援事業及びその他の地

域支援事業を行うことにより、要介護状態又は要支援状態となる

ことを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、

可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよ

う支援します。

高齢者が生き生きとした地域づくりを推進するため、介護予防

ボランティア事業を行っています。 いきいきふれあい活動の様子

（地域支援事業）

担当課…高齢介護課


